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１　この手引/様式集は、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る事業場外保管の届出の際に参考としていただくために作成したものです。

２　この手引/様式集は、届出の手続、必要書類及び留意事項等についての概要を説明しているものであり、届出に係る制度のすべての事項を記載しているものではありません。

３　この手引/様式集に記載した取扱いは、他の自治体の取扱いと異なる場合があります。静岡市に届け出る場合のみに御利用ください。

４　不明な点及び制度の詳細等については、静岡市廃棄物対策課に御確認ください（７ページ参照）。


１　届出の対象となる保管
　　建設工事に伴い生ずる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を、排出事業場外で排出事業者が自ら保管を行う場合（当該保管の用に供される場所の面積が300m2以上である場所において行われる保管に限る。）は、届出が必要です。（法第12条第3項、法第12条の2第3項）

ただし、次のア～エに掲げる場合は、届出は不要です。
　　ア　産業廃棄物を生ずる建設工事現場内での保管

　　イ　産業廃棄物収集運搬業許可、産業廃棄物処分業許可、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可及び特別管理産業廃棄物処分業許可に係る保管
　　ウ　産業廃棄物処理施設設置許可に係る保管
　　エ　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
(注)「建設工事」とは・・・・土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の全部又は一部を新築、改築、又は除去を含む概念であり、解体工事を含みます。
「排出事業場」とは・・・建設工事現場をいいます。

「排出事業者」とは・・・当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営むもの(元請業者)をいいます。

	■ 罰則等について

法の規定に違反して、届出をしなかったり又は虚偽の届出をした場合、６ヶ月以下の懲役又は５０万円以下の罰金が科せられます。

また、基準に適合しない保管行為を行った者に対しては、改善命令や措置命令といった行政処分等により厳しく対処します。

なお、措置命令に従わず改善がなされなされない場合には、措置命令違反として刑事告発を行う場合があります。


２　届出方法等

（１）届出期限
	届出の種別
	届出期限

	保管届出
	・保管開始前
　　　又は

・保管場所に係る面積を300m2以上に変更する前
（非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、当該保管をした日から起算して14日以内）

	保管に係る変更の届出
	・変更前(届け出た事項の変更)

	保管の廃止の届出
	・当該保管をやめた日から30日以内

　　　又は

・保管場所に係る面積を300m2未満に変更した日から30日以内


（２）届出受付場所及び提出部数

　　　次の受付場所へ届け出てください。
	受付場所
	提出部数

	静岡市役所　静岡庁舎　新館１３階

環境局　
廃棄物対策課　適正処理推進係
静岡市葵区追手町５番１号
Tel：０５４-２２１-１３６４
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３　届出書類の作成

　・　届出書類は、次の表の記載順に綴じてください。
　・　提出後であっても、届出書類の補正をお願いする場合があります。
　・　届出様式は静岡市廃棄物対策課のホームページからダウンロードできます。　　　（https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_002999.html）

（１）保管届出
	書　　類
	留　意　事　項
	チェック

	産業廃棄物事業場外
保管届出書

（様式第二号の四）
	・　氏名、名称、住所は、省略せずに記載して
ください。

・　「所在地」欄は、保管場所になる土地の地番を
すべて記載してください。
	

	特別管理産業廃棄物
事業場外保管届出書

（様式第二号の十）
	
	

	保管場所を使用する権原を有することを証する書類

	
	不動産登記法第14条に規定する地図若しくは地図に準ずる図面(いわゆる公図)
	・　当該地番を赤色で着色して示してください。

　→注１　公的書類の有効期間（６ページ）
	

	
	土地の登記事項証明書
	・　保管場所になる土地の地番のものをすべて添付してください。

　→注１　公的書類の有効期間（６ページ）

　→注２　他法令等による土地利用規制（６ページ）
	

	
	土地の賃貸借契約書等の写し又は土地使用
承諾書
	・　届出者が土地の所有権を有しない場合、添付してください。
	

	付近の見取図

（様式第1号）
	・　保管場所の位置を赤色で記入してください。
	

	保管場所の平面図
	・　土地の寸法を記載してください。
（平面図記載例参照）

・　保管場所及び掲示板の位置を記入してください。

・　容器保管する場合、寸法を記載した容器の
構造図等を併せて添付してください。

・　断面図、構造図及び設計計算書が必要な場合は
添付してください。
	

	保管場所のカラー写真

（様式第2号）
	・　施設外から入り口を撮影したものと、施設内の
保管場の全景を撮影したもの2枚を添付して
ください。

・　容器保管する場合、容器を保管場所に置いた写真にしてください。
	

	保管上限の容量計算書
	・　保管量の計算は、想定される最大量で算出して
ください(ただし通常は平均搬出量の7日分を超え
ないこと)。
	

	最大積上げ高さ
	・　屋外で容器を用いずに保管する場合、添付して
ください。
	


（２）保管変更届出
　　ア　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
	書　　類
	留　意　事　項
	チェック

	産業廃棄物事業場外保管変更届出書

（様式第二号の五）
	・　氏名、名称、住所は、省略せずに記載
してください。
	

	特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書

（様式第二号の十一）
	
	


　　イ　保管場所に関する事項
	書　　類
	留　意　事　項
	チェック

	産業廃棄物事業場外保管変更届出書

（様式第二号の五）
	・　氏名、名称、住所は、省略せずに記載してください。

・　保管場所になる土地の地番が変更になる場合、変更前後の保管場所になる土地の地番をそれぞれ「変更前」、「変更後」の欄にすべて記載してください。
	

	特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書

（様式第二号の十一）
	
	

	保管場所を使用する権原を有することを証する書類

	
	不動産登記法第14条に規定する地図若しくは地図に準ずる図面(いわゆる公図)
	・　当該地番を赤色で着色して示してください。

　→注１　公的書類の有効期間（６ページ）
	

	
	土地の登記事項証明書
	・　保管場所になる土地の地番のものをすべて添付
してください。ただし、変更前から保管に用いて
いる土地の地番のものについては添付不要です。

　→注１　公的書類の有効期間（６ページ）

　→注２　他法令等による土地利用規制（６ページ）
	

	
	土地の賃貸借契約書等の写し又は土地使用承諾書
	・　届出者が土地の所有権を有しない場合、添付すること。ただし、変更前から保管に用いている土地の地番のものについては添付不要です。
	

	保管場所の平面図
	・　変更後のものを添付してください。

・　保管場所及び掲示板の位置は、変更前後の状態を
それぞれ記入すること。

・　土地の寸法を記載してください。（平面図記載例参照）

・　新たに容器保管する場合、寸法を記載した容器の
構造図等を併せて添付してください。

・　断面図、構造図及び設計計算書が必要な場合は添付
してください。
	

	
	
	

	書　　類
	留　意　事　項
	チェック

	保管場所のカラー写真

（様式第2号）
	・　保管場所の位置の変更がないものも含め添付してくだ
さい。

・　新たに容器保管する場合、容器を保管場所に置いた
写真であること。
	

	保管上限の容量

（変更後）
	・　保管量の計算は、想定される最大量で算出して
ください(ただし通常は平均搬出量の7日分を超えないこと)。
	

	最大積上げ高さ（変更後）
	・　屋外で容器を用いずに保管する場合、添付してくだ
さい。
	


（３）保管廃止届出
	書　　類
	留　意　事　項
	チェック

	産業廃棄物事業場外保管廃止届出書

（様式第二号の六）
	・　氏名、名称、住所は、省略せずに記載してください。
	

	特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書

（様式第二号の十二）
	
	


　注１　公的書類の有効期間

　　　　届出日前３か月以内に交付されたもので、原本に限ります。

　注２　他法令等による土地利用規制

　　　　他法令等（都市計画法、農地法、建築基準法等）の規定により土地利用が規制されている場合は、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の保管の用に供することができるよう、あらかじめ必要な手続をしてください。

　　　（例：土地の地目が田又は畑の場合、農地法の規定による農地転用の手続が必要）
４　担当窓口及び届出受付場所一覧
	保管場所の所在地
	担 当 窓 口

届出受付場所
	住所
	電話番号

	静岡市内
	静岡市 環境局 

廃棄物対策課
適正処理推進係
	〒420-8602
静岡市葵区

追手町５番１号
	054-

221-136４


【参考】静岡市以外の静岡県内での保管に関する届出、内容については、下記にお問い合わせください。

　 静岡県くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課産業廃棄物班
　 　〒４２０－８６０１

静岡県静岡市葵区追手町９番６号
　　 　Tel：０５４－２２１－２４２４（直通）

　　 　

　
５　産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の事業場外保管に係る基準について
　事業場外で（特別管理）産業廃棄物を保管する排出事業者は、届出の対象であるかないかにかかわらず、法第12条第１項の規定による「産業廃棄物処理基準」又は法第12条の２第１項の規定による「特別管理産業廃棄物処理基準」に従わなければなりません。この基準に適合しない保管を行っている場合は、行政処分を受けることがあります。次に、基準の一部を示します。

（１）周囲に囲い（保管する（特別管理）産業廃棄物の荷重が、直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。）が設けられていること。

（２）見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。

イ　縦及び横それぞれ60ｃｍ以上であること。

ロ　次に掲げる事項を表示したものであること。

(ｲ)（特別管理）産業廃棄物の積替え又は処分等のための保管場所である旨

 (ﾛ)保管する（特別管理）産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。）

(ﾊ)保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

(ﾆ)屋外において（特別管理）産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、（特別管理）産業廃棄物を積み上げる高さのうち最高のもの（高さ制限については、8ページ（3）ロを参考にしてください。）

(ﾎ)（特別管理）産業廃棄物の保管上限

※積替えのための保管をするときは、１日当たりの平均的な搬出量に７を乗じて得られる数量を超えないようにすること。

【表示するときの例】
	産業廃棄物保管場所

名称　株式会社　○○開発

	所在地

責任者氏名

連絡先
	○○市○○区○○町○丁目○番○号

静岡　太郎

０５４－０００―○○○○

	保管する産業

廃棄物の種類
	がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)、木くず、金属くず、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)

	最大の高さ
	２．５ｍ

	最大保管量
	１５１．５ｍ３
※１日平均搬出量（２３ｍ３）×７日分


横６０ｃｍ以上

　　縦６０㎝以上
60

（３）保管場所から（特別管理）産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように、次に掲げる措置を講ずること。

イ　（特別管理）産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝等の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。

ロ　（特別管理）産業廃棄物を屋外で容器に入れずに保管するとき、廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50％以下。廃棄物が囲い（直接負荷部分のある壁）に接する場合は、囲いから内側２ｍまでは、囲いの高さより50ｃｍの線以下とし、2ｍを超える内側は勾配50％以下とすること。（基準例は、下図のとおり）

[image: image2.png]




（４）保管場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

（５）石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合は、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれがないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
また、覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散防止のために必要な措置を講ずること。
（６）水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合は、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
（７）特別管理産業廃棄物の保管を行う場合は、特別管理産業廃棄物がその他の物と混合するおそれがないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

６　Q&A
問１　事業場外に複数の保管場所を有する場合、それぞれの保管場所の面積が３００㎡以上の場合は、保管場所ごとに届出が必要か。また、それぞれの保管場所が３００㎡未満である場合には、合計した面積が３００㎡以上であっても届出は不要か。

答１　市内であれば、保管場所ごとの届出は不要であり、まとめていただいて結構です。なお、個々の保管場所の面積が３００㎡未満であれば、届出は不要ですが、空間的に一体で全体で一つとみなされる場合は、届出が必要です。
問２　保管場所の面積には、積替えに係る部分の面積は含まれるか。

答２　積替えに係る部分のみの面積は、含みません。

問３　届出対象となる廃棄物は、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物とされているが、建設工事の範囲はどこまで含むのか。工作物の設置・解体・一部改造などの工事は含まれるか。

答３　工作物の設置・解体・一部改造などの工事も含まれます。

問４　排出事業者が自ら行う中間処理後の廃棄物を、事業場外で保管する場合は、届出の対象となるか。

答４　届出の対象となります。

様式第二号の四（第八条の二の四、第八条の二の七関係）

	産業廃棄物事業場外保管届出書

　　年　　月　　日　

静岡市長　　　　　　　　殿
届出者　　〒　　　－

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

第12条第３項前段

廃棄物の処理及び清掃に関する法律　　　　　　　　　の規定により、関係書類

第12条第４項
及び図面を添えて届け出ます。

	保管の場所に関する事項
	所在地
	〒　　　－

	
	面積
	ｍ２　　　　

	
	保管する産業廃棄物の種類
	

	
	積替えのための保管上限又は

処分等のための保管上限
	

	
	屋外において容器を用いずに

行う保管の有無
（保管を行う場合にあっては

規則第１条の６の規定の例に

よる高さのうち最高のもの）
	

	保管開始年月日
	　　年　　　月　　　日　　　　

	備考

積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条第１項第１号ホ又は第２号ロ(3)の規定により保管することができる産業廃棄物の数量を記入すること。


（日本産業規格　Ａ列４番）

様式第二号の五（第八条の二の五関係）

	産業廃棄物事業場外保管変更届出書

　　年　　月　　日　

静岡市長　　　　　　　　殿

届出者　　〒　　　－
住　所　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第３項後段の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。

	変更の内容
	変更前
	変更後

	
	
	

	変更の理由
	

	変更予定年月日
	　　年　　　月　　　日　　　　　　


（日本産業規格　Ａ列４番）

様式第二号の六（第八条の二の六関係）

	産業廃棄物事業場外保管廃止届出書

　　年　　月　　日　

静岡市長　　　　　　　　殿

届出者　　〒　　　－
住　所　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第３項前段の規定による届出に係る保管をやめたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の２の６の規定により届け出ます。

	保管場所の所在地
	〒　　　－

	廃止の理由
	

	廃止年月日
	　　年　　　月　　　日　　　　　　


（日本産業規格　Ａ列４番）

様式第二号の十（第八条の十三の五、第八条の十三の六関係）

	特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書

　　年　　月　　日　

静岡市長　　　　　　　　殿

届出者　　〒　　　－
住　所　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

第12条の２第３項前段

廃棄物の処理及び清掃に関する法律　　　　　　　　　　　の規定により、関係書類

第12条の２第４項
及び図面を添えて届け出ます。

	保管の場所に関する事項
	所在地
	〒　　　－

	
	面積
	ｍ２　　　　

	
	保管する特別管理産業廃棄物の種類
	

	
	特別管理産業廃棄物に係る
積替えのための保管上限又は

処分等のための保管上限
	

	
	屋外において容器を用いずに

行う保管の有無
（保管を行う場合にあっては

規則第１条の６の規定の例に

よる高さのうち最高のもの）
	

	保管開始年月日
	　　年　　　月　　　日　　　　

	備考

特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条の５第１項第１号ニ又は同項第２号リ(3)の規定により保管することができる特別管理産業廃棄物の数量を記入すること。


（日本産業規格　Ａ列４番）

様式第二号の十一（第八条の十三の六関係）

	特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書

平成　　年　　月　　日　

静岡市長　　　　　　　　殿

届出者　　〒　　　－
住　所　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第３項後段の規定により、関係書類及び図面を添えて届け出ます。

	変更の内容
	変更前
	変更後

	
	
	

	変更の理由
	

	変更予定年月日
	　　年　　　月　　　日　　　　　　


（日本産業規格　Ａ列４番）

様式第二号の十二（第八条の十三の六関係）

	特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書

　　年　　月　　日　

静岡市長　　　　　　　　殿

届出者　　〒　　　－
住　所　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第３項前段の規定による届出に係る

保管をやめたので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第８条の13の６にお

いて準用する同規則第８条の２の６の規定により届け出ます。

	保管場所の所在地
	〒　　　－

	廃止の理由
	

	廃止年月日
	　　年　　　月　　　日　　　　　　


（日本産業規格　Ａ列４番）

様式第1号

付近の見取図

	


様式第2号

保管場所のカラー写真

　＊　保管場所は、全体が確認できること。

＊　保管場所の表示が判別できる写真であること。

	所　在　地
	〒　　　－

	担当者(連絡先℡)
	　　　　　　　　　　　　　　　　　(　　　　－　　－　　　　)

	施設外から保管場所の入り口を撮影

	施設内の保管場所を撮影


記入例
様式第二号の四（第八条の二の四、第八条の二の七関係）

	産業廃棄物事業場外保管届出書

　　年　　月　　日　

静岡市長　　　　　　　　殿


届出者

住　所　静岡市＊区＊＊町＊＊番＊＊号
氏　名　株式会社○○開発
　　　　代表取締役　静岡　太郎　　　　
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号054-***-****
第12条第３項前段

廃棄物の処理及び清掃に関する法律　　　　　　　　　の規定により、関係書類

第12条第４項
及び図面を添えて届け出ます。

	保管の場所に関する事項
	所在地
	静岡市＊＊区＊＊町
＊＊＊番の2、＊＊＊番の3、＊＊＊番の5

	
	面積
	１，０００　㎡　

	
	保管する産業廃棄物の種類
	木くず、がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く)

	
	積替えのための保管上限又は

処分等のための保管上限
	木くず（２０８．３ｍ３）、

がれき類（９１６．７ｍ３）

	
	屋外において容器を用いずに

行う保管の有無
（保管を行う場合にあっては

規則第１条の６の規定の例に

よる高さのうち最高のもの）
	有（容器を用いない屋外保管の場合）※品目ごとに最大積上高さを記載すること。
　　品目：木くず(２．５ｍ)、がれき類(５ｍ)


	保管開始年月日
	　　年　　　月　　　日　　　　

	備考

積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条第１項第１号ホ又は第２号ロ(3)の規定により保管することができる産業廃棄物の数量を記入すること。


（日本産業規格　Ａ列４番）

保　管　場　所　の　平　面　図　記　載　例


50%勾配


(約26.5度)





囲い





ａ１





Ｈ





地点Ａ





保管高さの上限　：Ｈ（最大）


地点Ａの高さ上限：ａ１





２ｍ





50cm





地点Ｂ





囲い





50%勾配


(約26.5度)





50%勾配





Ｈ





ｂ１





直接負荷が


かかる壁





保管高さの上限　：Ｈ（最大）


地点Ｂの高さ上限：ｂ１





商業・法人登記の登記事項証明書（個人の場合は住民票）の住所、名称（氏名）を正確に記載し、代表者印を押印すること。





該当しない規定を実線で消すこと。


非常災害のために必要な応急措置としての保管のみ、法第12条第４項該当。








保管場所の地番を全て記載すること。








備考に記載のとおり、処理基準の規定による保管上限を記載すること。ただし、容器を用いない屋外保管の場合、高さ制限に基づいた保管量を記載すること。
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